
1 

 

循環型社会形成推進交付金充当率の考え方について 

 

センターでは、本事業について施設間連携を図った総合的な処理システムを構築し、従来の整備に

比べ環境負荷の低減やコスト削減などに寄与し、国の考え方にも沿った施設整備を目指すことにより、

より手厚い交付金の交付が適用されるよう、協議を行っている。 

協議において「次世代につなげる一般廃棄物処理施設の整備に係る新しい取組における交付金率の

考え方について」以下のとおり示している。 

 

①一括整備における処理システム化（共通化）した設備において、単に設置した施設の交付率を適用

するのではなく、処理する物の量で費用を按分する。 

②汚泥再生処理センターでは、助燃剤を製作し焼却施設で焼却することから、助燃剤作成に係る部分

をごみ処理（交付金率 1/2）と考え設備費用を按分する。 

 

センターでは、以下３ケースについて示し、Case②［集約型（交付金補充型）］に示すシステム連携

部については、対象設備のアーロケーションによる交付補充型の交付金交付を環境省にお願いしてい

るところである。 

事業者はこれらを踏まえ提案すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case①から Case②への主な変更点と考え方は以下のとおりである。 

Case②は、Case①を基本としつつ、新施設において施設間連携できる設備費用（計量機、給水設備、

排水処理設備、脱水設備、電気設備、管理棟等）を処理量等で按分する。 

また、汚泥再生処理センターについては、助燃剤を製作し焼却施設で焼却やバイオガス化施設の脱

離液の処理をすることから、その部分等をごみ処理と考え按分し焼却施設と同じ交付率 1/2 とする。 

 

 

 

 

 

Case①［集約型］ 

一括整備（今回の整備方法）における事業費等を基に各施設の交付金率の考え方に基づき積算し

たパターン  

Case②［集約型（交付金補充型）］ 

一括整備における処理システム化（共通化）した部分を施設毎の処理量按分等し各施設の交付金

率を適用する考え方に基づき積算したパターン   

Case③［先進型（参考）］  

センターが進める一般廃棄物処理施設の一括整備を環境省の推し進める脱炭素モデルケースと

し、全施設においてより充実した交付金率（1/2）を適用した場合のパターン 
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事業者は上記を踏まえ提案すること。 
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